添付資料①
須磨離宮公園　出店営業　覚書
公益財団法人神戸市公園緑化協会（以下、「甲」という。）と　　　　　　　（以下、「乙」と
いう。）は、神戸市立須磨離宮公園での出店営業に関して、以下のとおり覚書を締結する。
第１条（出店場所）
乙は、キッチンカー等を甲が指定する場所に設置する。
第２条（契約期間）
この覚書の有効期間は、令和８年４月１５日から令和９年３月３１日までとする。
第３条（営業内容）
1 乙は、「須磨離宮公園キッチンカー等出店事業者募集要項」（令和８年３月）（以下、「募集要項」という。）により、乙が甲に提出した出店計画書に基づきキッチンカー等の営業を行うものとする。
2 出店計画書と異なる営業を行おうとする場合は、甲乙協議のうえ、営業内容を決定するものとする。
第４条（売上報告）
乙は、営業日ごとの販売品目別売り上げ数量と売り上げ金額を、営業日の翌日までに甲に報告するものとする。
第５条（納付金）

1 乙は、売上金（税込）の１５％の金額を歩合金として甲に支払うものとする。
2 乙は、出店に当たって使用した須磨離宮公園の電気料金及び水道料金について、甲の請求に基づき甲に支払うものとする。
3 乙は、前２項の納付金につき、１か月分をまとめて、甲の請求をもって営業日の属する月の翌月末までに甲に支払うものとする。
4 前項の支払いは、現金支払い又は銀行口座振り込みによって行うものとする。口座振り込みによって納付する場合は、下記口座に振り込むものとし、口座振り込み手数料は、乙が負担するものとする。
　三井住友銀行　神戸公務部（支店番号２１０） 普通預金
　口座番号　３０３４６８４
　口座名義　コウエキザイダンホウジン コウベシコウエンリヨツカキョウカイ

5 乙は、営業日の属する月の翌月末までに以上の納付金を支払わないときは、当該月末の翌日から納付までの日の期間の日数に応じて、その納付金額について年１４.６パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を甲に支払うものとする。ただし、延滞金の額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１００円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。
第６条（権利譲渡等の禁止）
乙は、この覚書によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第７条（指示監督）
甲は、この覚書の履行に関して必要があるときは、乙に指示又は監督することができ、乙はこれに従わなければならない。
第８条（賠償義務）
　乙又は乙の代理人、使用人、顧客その他関係者が、故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えた場合には、乙が一切の賠償責任を負うもとする。
第９条（原状回復義務）
1 乙は営業日ごとに営業を終了した後、出店場所周辺の清掃を行い、乙の負担により出店場所及びその周辺を原状に回復するものとする。
2 乙が上記の原状回復義務を履行しないとき、又は甲が必要と認めたときは、甲は乙に代って原状回復を行い、これに要した費用を乙に請求する。
　
第10条（契約解除）
　　甲は、契約期間中であっても、次の各号の一に該当するときは、この覚書を解除することができる。
1 乙が、納付金を納付期限の日から１４日以上経過しても支払わないとき。
2 その他、この覚書及び募集要項に定める義務を履行しないとき。
3 上記のほか、この乙の故意又は過失により、この覚書に違反する行為があったとき。
第11条（違約金）
　　上記により、この覚書を解除するときは、乙は違約金として金２００,０００円を甲の指定
する期日までに、甲の指定する方法で支払わなければならない。
　
第12条（覚書の失効）
1 天災地変その他甲乙の責めに帰すことができない事由により、この覚書を継続できなくなったときは、この覚書は失効するものとする。
2 神戸市により、甲の離宮公園の指定管理者の指定が取り消されたときは、この覚書は当然に終了するものとし、甲は乙に対して損害等一切の補償を行わない。
第13条（暴力団等に対する除外措置）
　乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６
号に規定するもしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他同法第２条第２号に規定する暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（神戸市契約等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条に該当する者）に該当することが判明したときは、甲は乙に対して違約金の請求及びこの覚書の解除を行うことができる。
第14 条（裁判管轄）
　　この覚書から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、神戸地方裁判所を管轄裁判所とする。
第15条（疑義の解釈）
　　この覚書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。

令和７年４月１日

神戸市須磨区緑台
甲　　神戸市立須磨離宮公園指定管理者 神戸須磨離宮グループ
　代表者 公益財団法人 神戸市公園緑化協会

理事長　  鍵本　敦

乙　　○○市○○〇町〇丁目○○番〇号

（氏　名）○○　○○〇
見　　本
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